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判 例 研 究

〔
判
示
事
項
〕

　

株
主
総
会
決
議
を
経
る
こ
と
な
く
取
締
役
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
株
主
総
会
決
議
を
経
た
場
合
と
同
視
出
来
る
事

実
が
存
在
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
株
主
総
会
決
議
に
代
わ
る
全
株

主
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
会
社
法
三
六
一
条
一
項
の
趣
旨
を

全
う
出
来
る
か
ら
、
当
該
決
議
の
内
容
等
に
照
ら
し
て
そ
の
趣
旨
目

的
を
没
却
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
当
該

役
員
報
酬
の
支
払
い
は
適
法
有
効
な
も
の
と
な
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　

会
社
法
三
六
一
条
、
四
二
三
条

〔
事
　
実
〕

　

原
告
Ｘ
会
社
は
、
既
製
服
製
造
、
不
動
産
賃
貸
業
、
内
装
工
事
等

を
目
的
と
し
て
昭
和
二
七
年
二
月
七
日
に
設
立
さ
れ
た
株
式
会
社
で

あ
る
。
被
告
Ｙ
は
、
商
業
登
記
簿
上
平
成
一
九
年
一
月
六
日
か
ら
平

成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
原
告
Ｘ
会
社
の
代
表
取
締
役
を
務
め
、

平
成
二
三
年
六
月
四
日
以
降
は
、
被
告
Ｙ
の
義
姉
で
あ
る
訴
外
Ａ
が

原
告
Ｘ
会
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
。

　

原
告
Ｘ
会
社
は
、
現
在
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
訴
外
Ａ
の
父
親

（
訴
外
Ａ
は
長
女
）
が
設
立
し
、
同
父
親
は
平
成
六
年
一
一
月
二
一

日
に
死
亡
し
た
。
同
年
一
一
月
二
〇
日
に
、
同
父
親
の
配
偶
者
（
訴

外
Ａ
の
母
親
）
が
原
告
Ｘ
会
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
、
平
成
一

判
例
研
究株

主
総
会
決
議
を
経
な
い
役
員
報
酬
の
支
払
い
が
全
株
主
の
同

意
が
あ
っ
た
と
し
て
適
法
と
さ
れ
た
事
例

〔
商
法　

五
五
九
〕

（
東
京
地
判
平
成
二
五
年
八
月
五
日

金
判
一
四
三
七
号
五
四
頁

平
成
二
四
ワ
第
七
九
〇
五
号
損
害
賠
償
請
求
事
件

請
求
棄
却
（
控
訴
）

）
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五
年
一
〇
月
四
日
に
訴
外
Ａ
の
母
親
が
死
亡
す
る
と
、
そ
の
長
男
が

同
母
親
に
代
わ
り
、
原
告
Ｘ
会
社
の
代
表
取
締
役
を
務
め
た
。
同
長

男
は
、
平
成
一
八
年
一
二
月
二
五
日
に
死
亡
し
、
同
長
男
の
配
偶
者

で
あ
る
被
告
Ｙ
が
原
告
Ｘ
会
社
の
経
営
を
す
る
こ
と
と
な
り
、
平
成

一
九
年
一
月
六
日
に
原
告
Ｘ
会
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
。
そ

の
後
、
原
告
Ｘ
会
社
で
は
、
本
件
訴
外
Ａ
（
長
女
・
被
告
Ｙ
の
義

姉
）
が
、
商
業
登
記
簿
上
、
平
成
二
三
年
六
月
四
日
に
原
告
Ｘ
会
社

の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
、
同
月
一
二
日
重
任
さ
れ
て
お
り
、
訴
外

Ａ
が
同
年
六
月
頃
以
降
原
告
Ｘ
会
社
の
経
営
を
行
っ
て
い
る
。

　

原
告
Ｘ
会
社
は
、
平
成
一
九
年
九
月
か
ら
平
成
二
三
年
九
月
ま
で

の
間
、
被
告
Ｙ
に
平
成
一
九
年
九
月
事
業
年
度
の
役
員
報
酬
と
し
て

四
二
九
万
円
、
平
成
二
〇
年
九
月
事
業
年
度
の
役
員
報
酬
と
し
て
五

四
〇
万
円
、
平
成
二
一
年
九
月
事
業
年
度
の
役
員
報
酬
と
し
て
五
四

〇
万
円
、
平
成
二
二
年
九
月
事
業
年
度
の
役
員
報
酬
と
し
て
五
四
〇

万
円
、
平
成
二
三
年
九
月
事
業
年
度
の
役
員
報
酬
と
し
て
三
六
〇
万

円
の
合
計
二
四
〇
九
万
円
を
支
払
っ
た
。

　

原
告
Ｘ
会
社
は
、
訴
外
Ａ
の
父
親
が
設
立
者
で
、
そ
の
父
親
と
そ

の
配
偶
者
及
び
直
系
卑
属
及
び
そ
の
配
偶
者
の
み
が
株
主
で
あ
る
家

族
会
社
で
あ
り
、
同
父
親
が
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
平
成
二
年
頃
に

は
、
既
に
定
時
株
主
総
会
す
ら
開
催
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
経
営

判
断
も
Ｘ
会
社
取
締
役
会
を
開
催
し
て
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
出

入
の
税
理
士
に
相
談
す
る
な
ど
し
つ
つ
判
断
し
て
お
り
、
役
員
報
酬

の
支
払
に
つ
い
て
も
同
税
理
士
と
相
談
の
上
、
そ
の
収
益
か
ら
支

払
っ
て
い
た
。
原
告
Ｘ
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
訴
外
Ａ
も
株
主

総
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
な
く
役
員
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
が
、
異
議
を
申
し
出
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

平
成
二
一
年
に
本
件
被
告
Ｙ
が
検
認
手
続
を
申
し
出
た
本
件
Ｘ
会

社
設
立
者
の
配
偶
者
（
訴
外
Ａ
の
母
親
）
名
義
の
遺
言
書
が
死
亡
後

六
年
を
経
過
し
て
の
検
認
申
出
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
Ｘ

会
社
代
表
取
締
役
で
あ
る
訴
外
Ａ
が
同
遺
言
書
は
偽
造
し
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
訴
外
Ａ
及
び
そ
の
実
妹
訴
外

Ｂ
と
本
件
被
告
Ｙ
と
の
間
で
、
相
続
に
つ
い
て
紛
争
が
生
じ
た
と
の

事
情
が
背
景
に
あ
る
。

　

本
件
は
、
不
動
産
賃
貸
な
ど
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
原

告
Ｘ
会
社
（
代
表
取
締
役
は
訴
外
Ａ
）
が
、
過
去
に
同
社
の
代
表
取

締
役
で
あ
っ
た
被
告
Ｙ
（
訴
外
Ａ
の
兄
弟
の
配
偶
者
）
に
対
し
て
、

被
告
Ｙ
が
そ
の
任
期
中
に
株
主
総
会
の
決
議
を
経
る
こ
と
な
く
合
計

二
四
〇
九
万
円
も
の
役
員
報
酬
を
得
て
い
た
と
し
て
、
会
社
法
四
二

三
条
一
項
に
基
づ
き
、
前
記
役
員
報
酬
相
当
額
の
損
害
及
び
こ
れ
に

対
す
る
訴
状
送
達
の
翌
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分

の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。



77

判 例 研 究

〔
判
　
旨
〕

　

請
求
棄
却
。

　
「
各
事
情
を
総
合
す
れ
ば
、
平
成
二
三
年
九
月
事
業
年
度
の
Ｘ
の

Ｙ
に
対
す
る
三
六
〇
万
円
の
役
員
報
酬
の
支
払
に
つ
い
て
は
株
主
総

会
決
議
に
代
わ
る
Ａ
及
び
Ｂ
を
含
む
全
株
主
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の

と
い
え
る
し
、
そ
の
他
の
事
業
年
度
に
お
け
る
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
役

員
報
酬
の
支
払
に
つ
い
て
も
、
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
そ
の
役
員
報
酬
が
支

払
わ
れ
た
当
時
は
、
い
ず
れ
も
株
主
総
会
の
不
開
催
に
異
議
も
述
べ

な
い
経
営
に
関
心
の
な
い
株
主
で
あ
り
、
実
質
的
な
株
主
と
は
い
え

な
い
し
、
Ａ
及
び
Ｂ
は
い
ず
れ
も
Ｘ
に
お
い
て
株
主
総
会
を
開
催
す

る
こ
と
な
く
一
定
の
役
員
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
、

こ
れ
を
許
容
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
か
ら
、
実
質
的

に
は
、
Ｘ
の
株
主
全
員
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
同
視
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
え
る
。」

　
「
会
社
法
三
六
一
条
一
項
が
、
取
締
役
の
報
酬
等
の
額
に
つ
い
て

は
、
定
款
に
定
め
の
な
い
と
き
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定

め
る
と
し
、
取
締
役
の
報
酬
の
額
の
決
定
を
株
主
総
会
の
決
議
に
か

か
ら
し
め
て
い
る
趣
旨
は
、
取
締
役
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
、
取
締

役
な
い
し
取
締
役
会
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
お
手
盛
り
の
弊
害
を
防
止
す

る
た
め
に
、
こ
れ
を
定
款
又
は
株
主
総
会
の
決
議
で
定
め
る
こ
と
と

し
、
株
主
の
自
主
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
解
さ

れ
る
（
最
高
裁
平
成
一
一
年
（受）
第
九
四
八
号
・
同
一
五
年
二
月
二
一

日
第
二
小
法
廷
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
七
二
号
九
六
頁
参
照
）。

そ
う
す
る
と
、
株
主
総
会
決
議
を
経
な
い
で
取
締
役
の
報
酬
が
支
払

わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
株
主
総
会
決
議
を
経
た
場
合
と
同
視
で

き
る
事
実
が
存
在
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
株
主
総
会
決
議
に
代
わ

る
全
株
主
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
上
記
趣
旨
を
全
う
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
決
議
の
内
容
等
に
照
ら
し
て
上

記
規
定
の
趣
旨
目
的
を
没
却
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ

な
い
限
り
、
当
該
役
員
報
酬
の
支
払
は
適
法
有
効
な
も
の
に
な
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　
「
Ｙ
は
、
…
…
Ｘ
の
経
理
業
務
の
ほ
か
、
ビ
ル
の
管
理
業
務
を
行

う
な
ど
し
て
お
り
、
そ
の
役
員
報
酬
額
は
、」
Ｘ
会
社
設
立
者
で
あ

る
訴
外
Ａ
の
父
親
「
が
存
命
中
か
ら
Ｘ
の
申
告
等
に
関
与
し
て
い
る

…
…
税
理
士
と
相
談
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
金
額
も
毎

年
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
利
益
が
得
ら
れ
る
Ｘ
の
貸
し
ビ
ル
業
の

収
益
状
況
…
…
か
ら
す
れ
ば
不
当
に
高
額
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
特
段
の
事
情
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き

な
い
。」

〔
研
　
究
〕

　

判
旨
に
賛
成
。
但
し
、
取
締
役
の
報
酬
決
定
規
制
を
め
ぐ
る
規
定
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の
趣
旨
目
的
を
没
却
す
る
よ
う
な
「
特
段
の
事
情
」
に
つ
い
て
、
更

に
明
確
な
説
明
を
要
す
る
も
の
と
解
す
る
。

一　

取
締
役
の
報
酬
決
定
規
制
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
三
年
商
法
の

第
一
九
六
条
に
「
取
締
役
又
ハ
監
査
役
カ
給
料
又
ハ
其
他
ノ
報
酬
ヲ

受
ク
可
キ
ト
キ
ハ
定
款
又
ハ
総
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
規

定
さ
れ
て
い
た
。
明
治
三
二
年
商
法
で
は
、
第
一
七
九
条
に
「
取
締

役
カ
受
ク
ヘ
キ
報
酬
ハ
定
款
ニ
其
額
ヲ
定
メ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
株
主
総

会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
規
定
さ
れ
、
表
現
は
相
違
す
る
け

れ
ど
も
同
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
明
治
三
二
年
商
法
規
定

の
立
法
理
由
と
し
て
は
、
取
締
役
の
報
酬
に
関
し
て
「
其
額
ハ
取
締

役
ノ
定
ム
ル
所
ニ
任
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
ル
ヲ
以
テ
定
款
ノ

定
ム
ル
所
ニ
依
リ
若
シ
定
款
ニ
定
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
株
主
総
会
ノ
決
議

ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
為
ス
」
と
説
明
さ
れ
（
法
典
質
疑

会
「
法
典
修
正
案
理
由
書
」
一
七
〇
頁
〈
明
治
三
一
年
再
版
〉）、
本

件
判
旨
が
説
明
す
る
よ
う
に
「
取
締
役
な
い
し
取
締
役
会
に
よ
る
い

わ
ゆ
る
お
手
盛
り
の
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
」
と
同
趣
旨
と
解
さ
れ

る
。
そ
の
後
、
昭
和
二
五
年
商
法
に
お
い
て
、
そ
の
第
二
六
九
条
で

同
じ
文
章
を
受
け
継
ぎ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
取
締
役
の
報
酬
の

決
定
を
取
締
役
会
に
委
ね
る
こ
と
は
手
盛
り
の
弊
害
が
あ
る
の
で
、

旧
法
と
同
様
、
定
款
の
定
め
に
よ
る
か
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に

よ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
」
と
お
手
盛
り
の
防
止
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
（
鈴
木
竹
雄
・
石
井
照
久
「
改
正
株
式
会
社
法
解
説
」
一
六
八
頁

〈
昭
和
二
五
年
〉）。

二　
「
お
手
盛
り
の
防
止
」
と
の
立
法
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
件
判

旨
が
引
用
す
る
平
成
一
五
年
二
月
二
一
日
の
最
高
裁
第
二
法
廷
判
決

で
も
「
取
締
役
な
い
し
取
締
役
会
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
お
手
盛
り
の
弊

害
を
防
止
す
る
た
め
に
」
と
判
示
さ
れ
て
お
り
（
金
融
・
商
事
判
例

一
一
八
〇
号
三
二
頁
）、
明
治
時
代
以
来
続
い
て
い
る
立
法
理
由
の

説
明
が
踏
襲
さ
れ
て
、
本
件
判
旨
も
そ
れ
に
合
致
す
る
の
で
妥
当
と

解
さ
れ
る
。

　

更
に
、
右
の
平
成
一
五
年
二
月
二
一
日
の
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判

決
で
は
、「
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
報
酬
額
を
定
め
た
定
款

の
規
定
又
は
株
主
総
会
の
決
議
が
な
く
、
株
主
総
会
の
決
議
に
代
わ

る
全
株
主
の
同
意
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
」
と
判
示
さ
れ
、

「
全
株
主
の
同
意
」
が
「
株
主
総
会
の
決
議
」
と
代
替
可
能
で
あ
る

旨
が
示
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
金
融
・
商
事
判
例
一
一
八
〇
号
三
二

頁
）。
取
締
役
な
い
し
取
締
役
会
に
よ
る
お
手
盛
り
の
弊
害
防
止
と

い
う
こ
と
を
主
と
し
て
念
頭
に
お
け
ば
、
株
主
総
会
の
決
議
が
な
く

て
も
、
事
後
に
、
株
主
全
員
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
そ
の
同
意
の
下
で
、

株
主
全
体
の
利
益
が
斟
酌
さ
れ
、
お
手
盛
り
か
否
か
に
つ
い
て
充
分

に
判
断
で
き
る
状
況
が
生
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
妥
当
性
を

見
い
出
し
得
る
た
め
、「
株
主
全
員
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
同
視
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す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
認
識
の
下
で
、
株
主
総
会
決
議
が
な
さ

れ
た
の
と
同
等
と
判
断
し
て
い
る
本
件
判
旨
の
こ
の
点
に
も
賛
成
で

き
る
。
し
か
も
、
こ
の
理
解
は
、
同
族
会
社
や
小
規
模
閉
鎖
会
社
の

実
情
に
も
合
致
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
は
、
株
主
全
体
の
利
益

の
視
点
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
株
式
会
社
に
は
、
株
主
以
外
に
も
利

害
関
係
者
が
お
り
、
そ
の
よ
う
な
利
害
関
係
者
と
の
関
連
に
お
い
て

も
問
題
が
生
ず
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
件
判
旨
は
、
右
の
論
点
に
つ
い
て
も
見
過
ご
し
て
お
ら
ず
、
取

締
役
の
報
酬
決
定
規
制
に
関
す
る
「
規
定
の
趣
旨
目
的
を
没
却
す
る

よ
う
な
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
」
と
の
限
定
を
付
し
て
、

株
主
全
員
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
良
し
と
の
単
純
な
理
解
で

は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
平
成
一
七
年
二
月
一
五
日
の
最
高
裁

第
三
小
法
廷
判
決
は
、
株
主
全
員
の
同
意
で
は
な
く
、
事
後
に
、
役

員
報
酬
に
つ
い
て
株
主
総
会
決
議
を
経
た
場
合
に
関
し
て
、「
事
後

的
に
せ
よ
上
記
の
規
定
の
趣
旨
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
か
ら
、
当
該
決
議
の
内
容
等
に
照
ら
し
て
上
記
規
定
の

趣
旨
目
的
を
没
却
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

い
限
り
、
当
該
役
員
報
酬
の
支
払
は
株
主
総
会
の
決
議
に
基
づ
く
適

法
有
効
な
も
の
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
旨
し
て
お
り

（
判
例
時
報
一
八
九
〇
号
一
四
六
頁
）、
場
面
は
相
違
す
る
も
の
の
、

こ
と
「
特
段
の
事
情
」
に
関
し
て
は
、
本
件
判
旨
と
同
趣
旨
と
解
さ

れ
る
。

三　

本
件
判
旨
は
、
取
締
役
報
酬
決
定
に
関
す
る
規
定
の
趣
旨
目
的

を
没
却
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
す
る
た

め
に
、
二
つ
の
事
実
認
定
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
Ｘ
会
社
で

は
、「
平
成
二
年
頃
に
は
、
既
に
定
時
株
主
総
会
す
ら
開
催
す
る
こ

と
な
く
、
そ
の
経
営
判
断
も
取
締
役
会
を
開
催
し
て
決
定
す
る
の
で

は
な
く
」
出
入
の
「
税
理
士
に
対
し
て
相
談
す
る
な
ど
し
た
上
で
判

断
し
て
お
り
、
役
員
報
酬
の
支
払
に
つ
い
て
も
」
出
入
の
「
税
理
士

と
相
談
の
上
、
そ
の
収
益
か
ら
…
…
支
払
っ
て
い
た
こ
と
」
及
び
②

「
そ
の
金
額
も
毎
年
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
利
益
が
得
ら
れ
る
Ｘ

の
貸
し
ビ
ル
業
の
収
益
状
況
…
…
か
ら
す
れ
ば
不
当
に
高
額
と
い
う

こ
と
も
で
き
な
い
」
と
の
二
点
か
ら
、「
特
段
の
事
情
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

右
の
判
旨
を
素
直
に
忖
度
す
る
と
、
Ｘ
会
社
に
お
い
て
は
長
年
に

わ
た
る
出
入
の
税
理
士
の
指
導
の
宜
し
き
を
得
て
、
必
要
な
機
関
決

定
が
欠
落
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
る
べ
き
利
益
が
計
上

さ
れ
、
公
租
公
課
や
光
熱
費
・
水
道
料
金
の
滞
納
も
な
く
、
出
入
の

取
引
業
者
や
役
務
提
供
者
に
も
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
結
果
と

し
て
、
毎
年
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
利
益
が
得
ら
れ
て
い
る
の
で
、

株
主
全
員
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
支
払
わ
れ
た
役
員
報
酬
は
役
務
の
対

価
と
し
て
も
妥
当
な
範
囲
な
の
で
、
株
主
の
立
場
は
守
ら
れ
、
会
社
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債
権
者
を
含
む
そ
の
他
の
会
社
利
害
関
係
人
の
立
場
も
擁
護
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
株
主
総
会
決
議
を
経
な
く
て
も
大
丈
夫
と
い
う
訳

で
あ
る
。

四　

株
主
総
会
決
議
と
い
う
正
式
な
機
関
決
定
を
経
由
す
る
こ
と
な

く
、
株
主
全
員
の
同
意
と
い
う
便
法
で
事
件
を
解
決
し
よ
う
と
す
る

場
合
、「
特
段
の
事
情
」
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
際
、

本
件
判
旨
の
よ
う
な
説
明
に
加
え
て
、「
会
社
債
権
者
の
保
護
」
の

観
点
も
明
確
に
指
摘
す
る
ほ
う
が
、
指
針
が
理
解
し
易
く
な
る
の
で

妥
当
と
考
え
る
。

　

昭
和
一
四
年
に
、
田
中
耕
太
郎
博
士
は
、「
蛸
配
当
と
同
様
に
蛸

賞
与
は
会
社
財
産
の
基
礎
を
危
殆
な
ら
し
め
る
か
ら
、
せ
め
て
之
れ

だ
け
で
も
充
分
取
締
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
会
社
重
役

は
報
酬
、
手
当
、
賞
与
金
等
種
々
の
名
目
の
下
に
会
社
か
ら
不
当
な

収
入
を
得
、
株
主
及
び
会
社
債
権
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
稀
で

な
く
、
社
会
的
正
義
及
び
会
社
企
業
の
健
全
な
発
達
の
見
地
か
ら
し

て
是
れ
が
取
締
の
必
要
が
甚
だ
大
で
あ
る
。」
と
論
述
さ
れ
、「
会
社

債
権
者
の
利
益
」
を
明
示
し
て
い
る
（
田
中
耕
太
郎
「
改
正
会
社
法

概
論
」
五
七
一
頁
〈
改
版
第
一
刷
・
昭
和
一
四
年
〉）。
我
が
国
の
現

行
取
締
役
報
酬
決
定
規
制
に
は
、
直
接
的
な
財
源
規
制
は
な
い
か
ら
、

正
式
な
機
関
決
定
を
経
由
し
、
会
社
の
経
営
判
断
と
し
て
、
赤
字
で

は
あ
る
が
、
有
能
な
経
営
者
を
繫
ぎ
止
め
る
た
め
、
借
金
ま
で
し
て

役
員
報
酬
を
支
払
っ
て
も
、
第
三
者
的
観
点
か
ら
は
、
会
社
債
権
者

に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
と
の
判
断
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
長
期

的
観
点
か
ら
す
る
企
業
経
営
判
断
で
、
経
営
者
の
自
己
責
任
で
な
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
式
な
機

関
決
定
を
経
由
し
な
い
で
、
事
後
的
に
、
全
株
主
の
同
意
が
あ
っ
た

と
し
て
、
特
段
の
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
判
断
す
る
場
合
、
株
主
は
、

間
接
有
限
責
任
し
か
負
担
し
な
く
、
企
業
経
営
者
と
し
て
の
自
己
責

任
と
い
う
観
点
は
出
て
こ
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
便
法
を
使
用
し

て
、
会
社
役
員
と
し
て
の
問
題
の
な
い
普
通
の
役
務
提
供
に
つ
き
、

株
主
全
員
の
同
意
を
株
主
総
会
決
議
存
在
と
同
視
し
て
、
会
社
に
よ

る
報
酬
支
払
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、「
会
社
債
権
者
の
保
護
」
と

い
う
観
点
を
明
確
に
掲
げ
て
、
判
断
材
料
と
す
る
こ
と
で
、
妥
当
な

利
害
関
係
の
調
整
が
可
能
に
な
る
と
判
断
す
る
。

　

な
お
、
本
件
に
関
し
て
は
、
以
下
の
先
行
研
究
が
既
に
公
表
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
弥
永
真
生
「
株
主
総
会
決
議
を
経
な
い
役
員

報
酬
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
三
号
二
頁
以
下
（
二
〇
一
四
年
二
月
）、

藤
原
俊
雄
「
株
主
総
会
決
議
を
経
な
い
役
員
報
酬
の
適
法
性
・
有
効

性
」
Ｔ
Ｋ
Ｃ
ロ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
新
判
例
解
説W

atch

◆
商
法
No

六
三
・LEX

/D
B

文
献
番
号25514634

（
二
〇
一
四
年
三
月
二
八

日
・
電
脳
網
版
）、「
新
商
事
判
例
便
覧
」
商
事
法
務
二
〇
三
一
号
七

三
頁
（
二
〇
一
四
年
四
月
二
五
日
）、
福
島
洋
尚
「
株
主
総
会
決
議
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を
経
な
い
役
員
報
酬
の
支
払
」
金
融
・
商
事
判
例
一
四
四
五
号
二
頁

以
下
（
二
〇
一
四
年
七
月
一
五
日
）、
伊
藤
雄
司
「
総
会
決
議
を
経

ず
に
自
ら
に
報
酬
を
支
払
っ
た
代
表
取
締
役
の
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
四
七
六
号
九
二
頁
以
下
（
二
〇
一
五
年
二
月
）、
久
保
寛
展
「
株

主
総
会
決
議
を
経
な
い
役
員
報
酬
の
支
払
い
の
適
法
・
有
効
性
（
麻

布
繊
維
工
業
株
式
会
社
事
件
）」
福
岡
大
学
法
学
論
叢
五
九
巻
四
号

七
三
一
頁
以
下
（
平
成
二
七
年
三
月
）
の
諸
稿
で
あ
る
。

　
（
平
成
二
七
年
六
月
六
日
稿
）

加
藤
　
修　


